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おわ りにか えて

要旨:1945年 の敗戦 は、 日本人の台湾総引き揚げに繋がった。 しかし日本企業は永遠に台湾から

退出 したわけではな く、少なからぬ企業が再進出を遂げた。 日本企業はどのようにして一度撤退

した旧 ・植民地である台湾に再進出を遂げていったのだろうか。本論は、商社に着目し、 これら

企業がどのように して再進出 し、現地での基盤確立を進めたのか、進められなかったとしたらど

のような制約があったのかを考察する。

考察により、1950年 代に日本の商社は台湾に再進出したものの、台湾側が行 った貿易活動制限

により活動が低迷 していたことがわかった。ただし日本商社の在台現地法人活動が低迷 したにも

かかわらず、日本商品は、華僑系 ・台湾系 ・欧米系など有象無象の各種企業の仲介により、台湾

へ販売されていった。

は じ め に

　1945年 の日本敗戦 は、宗主国人である日本人の植民地総引き揚げに繋がった。植民地に直接進

出 していた企業は接収され、 日本企業でなくなった。 日本から植民地市場へと販売 していた企業

は、市場退出を余儀なくされた。 しか し日本企業は永遠に旧 ・植民地か ら退出 したわけではなく、

少なからぬ企業は日本商品の販売であれ,現 地事務所の設置(さ らには現地法人の設立や現地企

業への直接投資)で あれ再進出を遂げた。 日本企業はどのようにして一度撤退 した旧 ・植民地で

ある台湾に再進出を遂げていったのだろうか。

　戦後台湾の経済発展についての議論は膨大にある。 日本企業の接収 と公営企業化を論 じたもの

も少な くないが、日本企業の台湾再進出の議論は1970年 代以降の議論はあっても1950年代につい



て の もの は少 な い。 全体 像 は,小 林 英 夫 「日台経 済 関係 と在 台 日本 人 団体 」、 『戦 後 ア ジア に お け

る 日本 人 団 体 引揚 げか ら企 業 進 出 ま で 』(ゆ ま に書 房 、2008年 、205～225頁)が 概 観 し

て い る もの の簡 略 で あ る。1952年 に 台 湾支 店 を再 設 置 した三 井 物 産 の歴 史 を説 く台 湾 三 井 物 産 股?

扮?有限 公 司 編 、 『台 湾 に於 け る三 井 物 産 百 年 の歩 み 』(同 公 司、1996年)の よ うに個 々 の 日本 企 業

史 で の言 及 もあ るが、 台 湾 支 店単 独 の社 史 は珍 し く、 多 くは社 史 中 の一 記 述 、 ま た は台 湾 現 地 法

人 のwebで の会 社 概 要 記 述 に止 ま る。 当 時 の実 態 につ いて は、 日本 商 品(や 役 務)の 販 売 ・日本

企 業 の 台 湾 へ の 進 出(駐 在 員事 務 所 の設 置、 現 地 法 人 の設 立)の ど ち らに つ い て も 日本 側 ・台 湾

側 双 方 か らよ り詳 細 な検 討 が必 要 で あ ろ う。

ま た 日本 企 業再 進 出 と関連 す る議 論 と して、1950年 代 の 日台 関係 史 を扱 う研 究 中 で 日台 間 の貿

易 を 中心 とす る経 済 関係 を取 り扱 った もの が あ る。 例 え ば、 川 島真 ・清 水 麗 ・松 田康 博 ・楊 永 明

『日台 関 係 史1945-2008』(東 京大 学 出版 会、2009年3月)で は、 第 二 章 「日華 関係 正 常 化 の進

行 一1950-1957年 一 」(川 島真 、39～66頁)で 「日台通 商 協 定 の 締 結 と政 経 分 離 」 を 論 じ、 第

三 章 「日華 関 係 再 構 築 へ の 模 索 と そ の帰 結 」(清 水 麗 、67～94頁)で 「日中民 間 貿 易 協 定 」 な ど

日本 と中 華 人 民共 和 国 との 貿 易 関係 に影 響 さ れ た 日本 と台湾 の(貿 易 を含 め た)関 係 を論 じて い

る。 そ の 中 で 専 著 を挙 げ る とす れ ば、 廖 鴻 綺 『貿 易 與 政 治:台 日間 的貿 易 外 交(1950-1961)』

(稲 郷 出版 社 、2005年)が あ る。 台 湾 側 の梢 案 資 料 を用 い な が ら、 この 時期 の 貿 易 外 交 を分 析 し

た もの で あ る。 た だ彦 は米 や肥 料 な ど主 要 商 品 の交 渉 、 そ して1950年 代 の 日台 間 の商 品決 済 を特

徴 づ け た清 算 勘 定 協 定 の制 定 過 程 と廃 止 過 程 に焦 点 を 絞 って い る。1950年 代 の 日本 企 業 の進 出

とい う観 点 はな い。 ま た有 形 の 商 品 の み を議 論 して お り船 舶 で の輸 送 な ど 日台 間 の役 務(言 い換

え る と無 形 の商 品)に つ いて は注 で触 れ るの み で あ る2。 また廖 の責 任 で な く 日本 の 外 務 省 が資

料 を 出 さな か った た め だ が、 日台 間 の貿 易 外 交 を慶 は専 ら台湾 側 の文 書 に よ り議 論 さ れ て い る。

2011年12月7日 に よ うや く外 務 省 外 交 史 料 館 で1950年 代 の 日台 の貿 易 交 渉 関連 資 料 がB.5.2.0.J/

C(N)1『 日華 貿 易 及 び 支 払 取 極 関 係 一 件 』(第1巻 か ら第14巻)お よ びB「.5.2.0.J/C(N)1-1

『日華 貿 易 及 び支 払 取 極 関 係 一 件 会 議 議 事 録 』(第1巻 か ら第6巻)と して、 日本 側 の文 書 が公

開 され た の で 、 今 後 これ ら 日本 側 の文 書 とつ き合 わ せ て み る必 要 が あ ろ う3。

1.両 国が支払 う ドル建 て額 が同 じにな るよ うに貿易計画 を建て、定 め られた口座で清算決済す る協定。 ド

ルで計算す るだ けで、個 々の貿易 に ドルを必要 と しないバ ーター貿易 的な協 定なので、1950年 代 の ドル

不足 の国家間の貿易 にと って有意義 な制度 だ つた。特 に台湾 につ いて言 えば、 日本 は工業製品 を台湾 に

売 りたいために、台湾 の米や砂糖を高 くて も買 って くれ る(キ ューバ糖 と比べ台湾糖 は割高)利 点 もあ っ

た。 日本 と台湾 の問は1960年 度 限 りで廃止。

2.本 論文以有形貿易来討論台 日貿易外交問題,因 此有関在貿易会議上亦会討論 到的航運、無形貿易等 問題,

則 不列入研究範疇。而在有形貿易 中,因 糖 、米、肥料等貿易項与本論文 探討 的主 題有密接相関,故 僅以

其作 為主要的討論対象,其 他貿易項 目則略談或不談。q蓼 、9頁)。 もっと船舶 につ いて は、彦 も31～33

頁にわた る注45と い う長 い注釈 で外交部梢案 の議論 を紹介 しているので議論皆無 とい うわけでない。

3.公 開 はされ たものの、実 際に閲覧す るに はさらに利用請求 を して、審査 を受 けな ければな らない。 そ し

て請 求か ら閲覧可 能 になるまでに は通常で も1ヶ月 は掛 かる(す で に誰 かが利 用請求 を して審査済 の も

の は即、閲覧可能で ある)。筆者 は順 次閲覧中であ るが、2012年9月27日 に審査 が終わ った文書 もあ り、

本論 では十 分に利用 で きなか った。



本 論 で 考 察 した い の は、 日本 商社 の 台 湾 へ の進 出(駐 在 員 事 務 所 の設 置、 現 地 法 人 の設 立)で

あ る。 日本 植 民 地 経 済 史研 究 に お い て は近 年 、 日本 の大 手 商 社 な ど貿 易企 業 の植 民 地 で の活 動 実

態 の 解 明 が 進 ん で い る4。 従 来 は 日本 帝 国 本 国 と現 地 の総 督 府 の 庇 護 下 、 独 占的 に事 業 を進 め た

と見 られ て い た 日本 の大 手 商 社 で あ るが 、三 井 物 産 に して も三 菱 商 事 に して も実 態 は そ うで な く、

現地 で の基 盤 確 立 や 商権 の拡 大 と維 持 に多大 な努 力 を払 って い た こ とが 明 らか に な って きて い る。

で は戦 後 、 これ ら企 業 は どの よ うに して再 進 出 し、 現 地 で の基 盤 確 立 を進 め た の か。 進 め られ な

か った と した ら どの よ うな制 約 が あ った の か。 そ して戦 前 の活 動 との 間 に ど の よ うな 関連 性 が あ

るの か。 本論 で はそ の手 掛 か り と して、 公文 書 か ら初 歩 的 に考 察 した い と思 う。

1.1950年 代 の 日本 商 品 の 台 湾 再 進 出

日本 商 社 の 台 湾再 進 出 を論 じる前 に、 日本 商 品 の 台湾 再 進 出 に つ い て触 れ て お きた い。 そ もそ

も、 日本 の在 来 商 品(改 良 品 な ど、 台 湾側 が信 頼 で き る商 品 を含 む)の 台 湾 へ の再 進 出 は政 治 等 、

他 に 制 約 が 無 い 限 り、 そ れ ほ ど不 思 議 で は な い。 台湾 人 が使 い慣 れ た規 格 に則 った商 品(や 台 湾

に す で に あ る商 品 の部 品)で あ る し、1ド ル360円 体 制 に お いて 商 品 に は そ れ な り に価 格 競 争 力

もあ る。 知 識 あ る台 湾 人 で あ れ ば 日本 側 とは 日本 語 で不 自由 な く交 渉 で きる`。 商 談 だ けで な く、

商 品 の 設 置 や メ ンテ ナ ンス に 派遣 さ れ て きた 日本 人 技 術 者 との交 渉 も可 能 で あ る。 ア メ リカ 国立

公 文 書 館RG469　 Entry1135　 BOX11に は、 台 湾 側 が ア メ リカの 経 済 援 助(美 援)に よ っ て購 入

を 希 望 す る商 品 と して、 製 造 す る 日本 企 業 の企 業 名 と製 品名(紡 績 機 械 の部 品)を 記 載 して指 名

した 文 書 が 保 存 公 開 され て い る`。 製 品 名 は 中国 語 名 と英 文 名 と併 記 さ れ て い るが 、 驚 い た こ と

に 幾 つ か の製 品 は 「リー ドワ イ ヤ ー」 「ス ピ ン ドル ハ ン ド」 の よ うに 中 国語 名 の 代 わ り に 力 タ カ

ナ で 日本語 名 が 記載 され て い る。 これ ら紡 織 機 械 が、1950年 代 台湾 に お い て知 名 度 とそ れ な りの

信 頼 を 勝 ち 得 て い た こ と は疑 え な い。

ま た 、1950年 代 の 通 商協 定 に お い て は、 日本 側 と台 湾側 の貿 易 額 が等 し くな る こ とが求 め られ

て い た。1950年 代 後半 に な って 台 湾 の農 産 物 を 日本 側 が欲 しが らな くな り(コ メ に お い て は 日本

が 自給 を ほぼ 達 成 、粗 糖 に お い て は他 地 域 糖 との価 格 差 問題 、 赤 糖 やパ イ ナ ップ ル に お い て は沖

4.例 えば、谷 ヶ城秀吉 『帝国 日本 の流通 ネ ッ トワーク」(日 本経済評論社、2012年)や 、谷 ヶ城秀吉 「「帝

国」 内市場 にお ける総合商社 の活動 と競争構造 一後発三菱商事 の競争戦略 一」(老 川慶喜 ・須永徳武 ・

谷 ヶ城秀吉 ・立教 大学経済学部編 『植民地台湾 の経済 と社会」、2011年9月15日 、 日本経済評論 社、141
～180頁)な ど。

5.台 湾近 代史研究 所にあ る外 交部 梢案(032.2/26「 中 日貿易会議記録」)に は、1957年 の 日台貿易交渉 にて

李連 春(台 湾省糧食局長 ・台湾人)が トップ とな る場面(台 湾側 が 日本 に売 りたい米 と、台湾側が 日本

か ら安 く買い たい肥料 に関す る分科会交渉)で は、李連春が 日本語 で直接議論(日 本の外務省 や農林省

や通産 省の役人 と丁 々発止 のや り取 り)し た ことが明記 されている。

6.こ の文書 名 は 「台湾各紡 織工 廠需要機器零 件申請表」 であ る。 これは圖左篤樹氏 の2012年2月19日 の東

ア ジア経済史研究会で の報告 「台湾紡 織産 業 に対す るアメ リカ援助 の役割 一技術 指導、資本設備供与 を

中心 に」の資料 を、圖左氏 の許可 を得 て コピー したもので ある。本報告 の コメ ンテータも引 き受 けてい

ただいた圖左氏 に、 あ らためてお礼 を申 し上 げたい。



縄 か ら政 治 的 に 購 入 の必 要 性)日 本 の 出超 傾 向 が定 着 して以 降 は さ て お き、1950年 代 前 半 に お い

て 出 超 だ った の は台 湾 で あ り、 台 湾 と して は 自国農 産 物 の輸 出 の た め に も、 日本 商 品 を買 う必 要

性 が あ った。

問 題 とな る制 約 の一 つ は資 金 で あ る。1950年 代 の 台 湾 は、 日本 との 間 で は通 商 協 定 に よ って 自

国 農 産 物 を輸 出 す る こ とに よ り輸 入 外 貨相 当分 を確 保 して い た け れ ど、 そ れ以 外 に お い て外 貨 は

不 足 して お り、 必要 な 商 品 の 購入 資金 の 多 くを美 援 に仰 い で い た。 美 援 で購 入 す る場 合 、 ど の 国

の 企 業 の 商 品 を 購 入 で き るか、 ア メ リカ側 は制 約 を つ け る こ とが で きた。1959年 以 降、 日本 や西

ドイ ツな ど先 進 国 企 業 が入 札 か ら締 め 出 さ れ た(だ か らベ トナ ム戦 争 で は韓 国企 業 や台 湾 企 業 が

ア メ リカ 軍 へ の 主 な 供 給 者 と な っ て い る)の だ が 、 そ れ 以 前 に お い て も、FOA(Foreign

Operation　 Administration:1953～1955年)に よ る援 助 で 日本 企 業 は入 札 か ら締 め 出 さ れ る こ

とが あ り、 そ れ が 日華 通 商 交 渉 の 懸案 事 項 とな って い た 旨、1954年 度 に お い て 日本 の外 務 省 は 内

部 文 書 に記 して い る(「 日華 懸 案 事 項 」、 『日華 貿 易 及 び 支 払 取 極 関 係 一 件 第5巻 』 所 収)。 す な

わ ち 、1954年 度 の 台 湾 との交 渉 に お い て 日本 側 が懸 案 だ と考 え て い た の は、

(一)台 湾 糖 値 引交 渉 の件

(二)砂 糖長 期 買付 契約 締結 に 関 す る件

(三)FOA買 付 地 域 か ら本 邦 を 除 外 せ ざ る件

(四)FOA入 札 に よ る輸 出 を0/A決 済 に切 替 え ざ る よ う要 求 の 件

(五)中 信 局 の 保証 金廃 止 又 は 引下 げ の件

(六)果 実 の 台 湾 向輸 出 に 関 す る件

(七)本 邦 銀 行 の在 台 支 店 設 置 の件

(八)本 邦 商 社 の 貿 易業 務 営業 許 可 の件

(九)日 本 映 画輸 入増 加 及 び上 映 金送 金 の件

(-0)輸 入 禁止 及 び制 限緩 和 に 関 す る件

(一一)若 素 の 商 標権 問題 の件

で あ り、 第3番 目にFOA買 付 か ら 日本 が 排 除 さ れ る こ とへ の 問題 が 提 起 され て い た。 もち ろ ん

全 て の 美 援 か ら 日本 企 業 は 締 め 出 さ れ て い た わ け で な い 。FOA以 外 もECA(Economic

Cooperation　 Administration:1948～1951年)や そ の 後 継 で あ るMSA(Mutual　 Security

Agency:1951～1953年)に よ る援 助 、 ま たICA(lnternational　 Cooperation　 Administration

:1955～1961年)に よ る初 期 の 援 助 で は必 ず し も 日本 企 業 は締 め 出 され て い な か った7。 日本 企

業 が 締 め 出 され て い な い美 援 に お い て、 台 湾側 が使 い慣 れ て い る こ とを理 由 に 日本 製 品 の購 入 を

希 望 し、 価 格 も相 応 で あ れ ば、 ア メ リカ側 は そ れ を 強 い て拒 む理 由 は存 在 しな か った よ うだ。

7.各 機関 の簡単 な紹介 は、アメ リカ国立公文書 館の 「RecordsoftheU.S.ForeignAssistanceAgencies

(RG469)」http://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-469.htmlを 参

照。



しか しながら、日本での新規商品、言い換えると台湾側がまだ知 らない、 もしくは信頼を置い

ていない商品は話が異なって くる。新規商品を売 るためには、単に国際入札で安値落札すれば良

いという話ではな く、企画段階から自社に有利な規格やシステムを導入 してもらうよう宣伝 し、

販売においては商品の魅力や安心感を多面的に訴えるなど、商人(や さらには政府)の 営業活動

が求められる。では、台湾の顧客に対 し、 日本商品の売 り手は誰がどこでどのような営業活動を

行っていたのだろうか。

2.日 華 平和条 約締 結前 の 日台貿易 と商社

1946年 から1947年 にかけて、台湾にいた日本人は原則 として日本に送還された。商人 も例外で

はない。彼 らは日本に送還された後、1952年 に日華平和条約が締結され戦争関係が終了するまで、

原則として台湾に渡航できなかった。一方、 日本にいた台湾人は国籍 こそ中華民国籍へと変わっ

たものの、日本に住み続 けることができた し、台湾に渡航することもできた。台湾では国民 とし

て商業に従事できた。また中国大陸出身の華僑 も同じく中華民国籍人 として、 日本 と台湾の間を

往来 し、商業に従事することができた。

とはいえ日台貿易は彼 ら民間商人だけが営んだものではない。中華民国外交部駐 日代表団の商

務処や中央信託局8の 東京弁事処 という政府機関 も貿易を行っていた。 日本 と中華民国の間での

戦争状態が終結 しておらず、かつ国共内戦によって国内で戦争状態(に 起因する統制経済)が 続

いており、貿易の決済方法 も定まっていない中では、中華民国政府の絡んだバーター(物 々交換)

貿易による物資調達が、 日台貿易の中心的内容であった。

1950年 になり、 日本と台湾の間で貿易協定が結ばれた。GHQに よって占領中の日本 と、国共

内戦で敗退 したばかりの中華民国は双方 とも、 自国通貨が相手側に信任される状況ではなく、ま

た手持ちの ドルも限られている中で、計算 こそ ドル建てで行 うものの個々の貿易では ドルを使わ

ず定められた口座で決済するという方法がとられた。また日本 と台湾の間でどの程度の貿易を行

うかを計画するものの価格 は商談により個々に決定 という形が採用されたため、どの程度の貿易

を行 うか。 この貿易協定が締結 された時、 日本政府も関与はしたものの、締結主体はGHQと 中

華民国政府であったので、(基本はGHQ主 導であったが)幾 つかの点で台湾側に有利な形で締結

することに、中華民国側は成功 している。3点 挙げると、

(1)在 日台湾人に しろ、在日華僑にしろ、台湾側の日本での営業は認められていたものの、

日本商社の台湾での営業は、認められていなかった。

(2)商 業活動を支える金融機関も、中華民国側の銀行は日本で営業をできたものの、 日本側

8.中 華民国の各種政府機関の物資購入を一手に引き受けていた機関。2007年に台湾銀行に合併された。もっ
とも、日台間について言えば、駐日代表団の商務処だけでなく、アメリカの企業である台湾貿易公司

(AILPATRIC)が 台湾の政府機関の代理として調達に参入しており、中央信託局が政府調達を独占し
ていたわけではない。



の銀行は1945年 に接収されたまま、台湾に存在 しなかった。

(3)日 本の船 は戦争状態の継続を理由に中華民国へ渡航できず、また国共内戦を逃れた船は

長距離航海ができないので日本と台湾の間でも運行するしか使い道が無いことを理由に、

日台間の貿易は(何 等かの事情でアメ リカなどの第三国船で運ばれるもの以外は)原 則

として台湾船で運ばれることになった9。輸出入 とも日本の港渡 しで計算 され、船の輸

送収益 は台湾側にのみ入 る。

である。 これらの点 は日本側にとって不満であり、平和条約締結前においても通商代表を派遣

しようとするなど改善を図ろうとしたが、台湾側にとっては日本に対 し貿易の主動的地位を確保

しているわけで、簡単に日本側に譲歩 しようとはしなかった。 もちろん従事 している台湾側商人

も日本側の参入には反対 した10。またGHQと のコネを有する欧米商社も存在 し、彼等が独自のチャ

ンネルで日台貿易にも関与 し、 日本商社にとって台湾での活動は望み得なかった。

3.日 華 平和条 約締 結後 の 日本商社 の扱 い

1952年 に日華平和条約が締結され、 日本 と中華民国(台 湾)と の戦争状態は解消 した。 日本人

の台湾渡航 も解禁された。 しか しながら、前節で列挙 した台湾側の有利な条件は上記、「日華懸

案事項」で示 したように解消されなかった。

(1)と(2)は 「日華懸案事項」や在中華民国日本国大使館から中華民国外交部への口上書

(第181号 「口上書」、外交部梢案032.4/0001「 日本貿易商登記」所収)が 説明 している。条約締

結前に台湾では貿易ライセンス新規登録が停止されていた。 日本企業が台湾に人を派遣 しても、

駐在員事務所を開設できるが、公的には貿易業務に参与できず仲介業務に留まった。 日本側は条

約違反であるとたびたび抗議 したが、台湾側は容易にライセンスを出そうしなかった。銀行につ

いても駐在員事務所に留まり、銀行業務 自体はできなかった。

(3)に ついて言えば、台湾側の貿易主体 は、(中華民国外交部駐 日代表団改め)中 華民国外

交部駐日大使館の商務処や中央信託局の東京弁事処であった。 これら政府機関が台湾で購入する

商品の入札や、日本で売 り捌 く台湾の商品(砂 糖など)の 入札を行 っていたので(米 は日本 も台

湾もともに政府の配給統制品であり、純然たる政府間貿易)、 船に関す る決定権 は台湾側が握 っ

ており、当然ながら自分達の船を利用 した。 日本側は貿易協定改定毎に船の利用比率改定 も交渉

したが、少 しずつの変更に留まった。

9.日 本から台湾への輸出はFOB(FreeOnBoard)JAPAN価 格、つまり日本の港渡しでの価格(船 の
輸送費や輸送中の保険料は別)、台湾から日本への輸出はCIF(Cost,InsuranceandFreight)JAP
AN価 格、つまり日本の港渡しでの価格(船 の輸送費や保険料込)で 計算される。

10.日 華平和条約締結前の1950年10月に、日本華商輸出入商同業公会が中華民国外交部に提出した要請書が、

外交部梢案032.1/0005「 台日財物貿易協定」に収められている。この要望書は、「堅決反対対日商赴台
維持我国対日貿易主動応待対日和約籏定後始予考慮」として、平和条約締結前の段階で日本の商人が台
湾に赴いて日台間の貿易に従事することに反対している。



ようや く1955年になって台湾側 も、経済部の認許により台湾に事務所を設けていた日本の商社

のうち、5社 に対 して行政院外匯貿易審議委員会の貿易 ライセ ンスを発行す ることを検討 した。

「経済部認許日商在台設立分公司名単」(前掲 「日本貿易商登記」所収)は 以下のように記 してい

る。

す な わ ち三 菱 商 事 ・日盛 産 業 ・第 一 物 産 ・竹 腰 生 産11・ 東 洋 綿 花 の5社 で あ る。 この うち東 洋

綿 花 以 外 の4社 に貿 易 ライ セ ンス が 発 給 され たが 、 ライ セ ンスだ けで 状 態 が急 転 したわ け で は な

い0

1950年 代 の 日本 人駐 在 員 の 台 湾 で の活 動 に つ い て は、 『台 湾 に於 け る三 井 物 産 百 年 の 歩 み 』(台

湾 三 井 物 産 股?有 限 公 司 編,1996年)の65～79頁 に三 井 物 産 に関 す る記 録 が公 開 され て い る。 そ

れ に よ る と、 財 閥 解体 に よ り多数 の 商社 に分 割 さ れ て い た(旧)三 井 物 産 系 の会 社 の うち、 第 一

物 産 、 日本 機 械 貿 易 、 三 井 物 産(1959年 の 大 合 同 に よ って 再 建 され た現 在 の 三 井 物 産 か ら は、

(前)三 井 物 産 と称 され る)が そ れ ぞ れ 台 北 に駐 在 員 を 派 遣 して い た。 ま ず1952年7月 に第 一 物

産 が、1953年5月 に 日本 機 械 貿 易 、 同 年11月 に(前)三 井物 産 が それ ぞ れ 駐 在 員 を派 遣 して い た。

この うち 、1955年 に第 一 物 産 に対 し貿 易 ライ セ ンス が発 給 さ れ て い る。 とは い え 当 時 の駐 在 員 た

ち は、

「昭 和20年 代 の 貿 易 は殆 ん ど欧米 の外 国 商社 が取 り し き って お り、 特 に機 械 商 内 は外 国商

社 の 完 全制 圧下 に あ った と言 って も過 言 で な く、 東 京 の 日本 商 社 の担 当者 は これ等 外 商 へ の

11.「 台湾伊 藤忠 国際股?有 限公 司 会社紹介 歴史」

http://www.itochu.com.tw/jp/company/company _04.htmに よれ ば、 竹腰生産株式会社 は、195

9年4月 に台北支店 を開設、1977年4月 に伊藤忠商事株式会社台北支店(1964年4月 開設)に 統合 され たと

あ る。 ただ台 湾側の梢案資料 で は、竹腰生産 は1954年1月 には経済部か ら設立 を認可 されていた。台湾

史研 究会会員で戦前 の台湾 を ご存知 の大川 先生の教示 によれ ば、竹腰 は戦前 か ら台湾 に店舗 を有 してい

た。 『台湾 日日新報」 に も竹腰 の広告 が記載 されている。

また、外交部梢案032.4/0001「 日本貿 易商登記」 に、 「竹 腰生産株式会社 の東京本店 は1坪 店舗で あ り

会社の実態が疑 わ しい」(大 意)と の報告 と、 日本大使館 か ら外交部 に対 し 「会社 の価値 は店の大 きさ

で判 断す るものではない」(大 意)と の口上書 が存在 する。



日参が日常業務であった。」(日本機械貿易、石黒一民、1953年5月 ～1955年1月 駐在)

「戦後、連合国の占領下にあった日本 と台湾との貿易は実質的に一時空白に近い状態にあ

り、僅かに東京の国民政府代表部の調達部門(後 の中央信託局東京弁事処)と 、在 日華僑商

社を窓口とす る取引が中心であり、GHQと 日本政府の管理下の貿易で、実際にはいち早 く

日本に進出して来た外商がそれぞれにGHQ担 当局 とのコネを利用 して取仕切 り、 日本商社

は丸の内界隈を中心 とする外商通いに明け暮れていた。」((前)三 井物産、川崎舎恒男、

1953年11月 ～1955年10月 、1958年5月 ～1962年6月 駐在)

という状態で 「丸の内界隈を中心とする外商通いに明け暮れ」、台湾で積極的に日本商品を売

り込むような貿易活動 は望み得なかった。

4.日 「匪」貿 易 と在台 日本 商社

1950年代の冷戦体制の中、 日本 と中華人民共和国とは国交を結び得なかった。 とはいえ1945年

以前の日本の最大の貿易相手地域は中国大陸であり、そことの貿易再開 ・貿易拡大は日本政府に

とっても日本の各企業にとっても肯定的な話であった。そこで名 目は民間協定だが、 日本政府は

事実上の承認を与える形で、第1次 日中民間協定(1952年)以 降、 日中間は貿易協定を改定 しな

がら貿易拡大を続けていた。

しか しながらこのような日本側の活動は、中華人民共和国を 「匪」すなわち反乱団体 とみなし

ていた中華民国(台 湾)側 にとっては容認 し得ないことであった。まず中華民国政府が求めたの

は 「誓約書」である。1955年4月18～24日 のバ ンドン会議で周恩来が 日本側に対 し国交正常化推

進を表明 してまもな く、中央信託局東京分会は東京の大使館の指令下、 日本の商社に対 し中華人

民共和国との貿易停止への誓約書を出すように求めた'2。その効果は、

「誓約書を拒否 した某商社は早 くもセメント2万4000ト ン、50万 ドルに上 る落札内定が崩れ目

下契約直前の工作機械輸入も駄 目になるのではないと心配 している。」'3

というものであった。

このような動 きは、台湾に進出 した日本商社 に対 しても同様である。外交部梢案032.4/0001

「日本貿易商登記」では台湾側の一連の動きが記載されている。台湾側は日 「匪」貿易を行わな

いことを日本商人に対 して求め、 日 「匪」貿易を行 っていることが明白な東洋綿花のような会社

にはライセンスを発給 しないなどの対抗策をとった。

日本商社はそれに対 し、表面上は別組織のいわゆる 「友好商社」を設置して、専 らこれが中華

人民共和国との貿易を行 った。 もちろん、台湾側は駐 日本大使館などの手で調査を行 った。 日本

での報道などにより、 どの会社がどういう別組織を立ち上げているかは調べたのだけれども、

12.「中共貿易の停止誓約 台湾米 ・砂糖輸入商社 台湾側の要求で」(『朝日新聞』1955年5月24日 朝刊)。
13.「国府 早くも落札取消し"誓 約書"拒 否の商社に」(『朝日新聞』1955年5月29日 朝刊)。



(日本政府の協力を得ることができないので)個 々の商社の本体が、 日 「匪」貿易に直接関与 し

ているとの証拠をつかむことができなかった。

1959年1月21日 付で行政院外匯貿易審議委員会が経済部に送付 した文書(副 本は外交部に送付)

は以下のように論 じている(前 掲 「日本貿易商登記」所収)。

一、(中 略)日 商及旅 日華僑商号以及在台設有支店与商務代表之 日商,大 部参加 「日匪貿

易組合」,或 透過同一組織而商号不同名称之聯号,対 匪進行貿易等語,抄 附名単,函 請参弁等

由。特抄送原附件函請密存参考一案。本会曾就対 日商登記為貿易商之第一物産、三菱商事,及

江商三家,?由 本省大信華貿易行代理之丸紅飯田一家等 日商之与匪進行貿易情況方面,函 謂外

交部転筋駐 日大使館調査在案。

二、(中略)対 上列各渉旋与匪貿易之日商,拠 駐日大使館調査,尚 無与匪直接貿易之関係,

復経本会査核其登記為貿易商後之進口記録,計 載至四十七年底止,第 一物産為美金五六、五九

二元,三 菱商事為美金六五、八五七元,江 商為美金八二、五六七元,本 省貿易商大信華行代理

丸紅飯田之進口記録為美金一八、〇七三元,数 値均不大,足 見其与我貿易関係尚属有限。

三、本案経査明各該 日商,並 無与匪直接貿易関係,且 日本政府在貿易方面,似 採両面政策,

如処理過厳,日 商可能?組 成委託新公司専営対匪貿易,難 収実収,以 事渉外交問題,在 処罰与

匪間接貿易標準未確定前,本 案似可暫緩議処。

一は上述の通り、駐 日本大使館がどの会社がどういう別組織を立ち上げているかを調査 したと

いう報告である。 しか しながら二が論 じている通 り、 日本商社が十分に台湾でビジネスを展開で

きていなかった。その中で、過度な対抗措置をとることは、 日 「匪」貿易の別組織をはびこらせ

外交問題になるだけで、十分な効果を得 ることができないと三で判断している。ちょうど1958年

5月2日 に長崎国旗事件、すなわち長崎のデパー トで開催されていた 「中国切手 ・切 り絵展覧会」

に掲げられていた五星紅旗を日本人の1青年が引き摺り下ろした事件14に硬化 した中華人民共和国

が、日本との貿易中止を宣言(1960年 再開)し たことで、 日台貿易が日中貿易を圧倒 していた時

期でもあった。また、まもな く台湾の経済政策が輸出志向工業化へと転換 した。 日本 との提携が

重視されるようにもなり、1960年 代には順次、 日本商社に貿易 ライセンスが与えられて行 く。

おわ りにかえて

本報告で概観 したように1950年 代、 日本の商社は台湾に再進出したものの、台湾での制約によ

り活動は低迷 した。外務省外交史料館所蔵の 「日華貿易及び支払取極関係一件」でも毎年度のよ

うに 「日華懸案事項」の一つとして、 日本の商社の貿易活動制限の問題が記載されていたが、台

湾との交渉においては、より重要な問題であるコメや砂糖の交渉が優先され、 日本の商社につい

14.「中共旗引きずりおろす 長崎の切手展で 興奮した青年」(『朝日新聞」1958年5月3日朝刊)。



ては議論 らしい議論が行われた形跡がない。そして日本商社の在台現地法人活動が低迷 したにも

かかわらず(別 の言い方をすれば、 日本商品の販売の主力チャンネルの一つが、強い足枷によっ

て機能不全に陥 っていたにも関わ らず)、 日本商品は、華僑系 ・台湾系 ・欧米系など有象無象の

各種企業の仲介により、台湾へ販売されていった。

とはいえ、この1950年 代にも細々ながら商社活動が存在 したのは事実である。商社活動自体は

「はじめに」で述べたように、20世 紀前半(台 湾においては日本植民地時代)か ら今日まで、 日

本敗戦による引揚げや、財閥解体などの荒波をかいくぐりながら存在 している。現地での基盤確

立の努力が、この制約が強い時代を経て1970年 代以降の活動にどう繋がって行 ったかは検討の必

要があろう。




